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 2016 年 08 月改訂 第 5版（新記載要領に基づく改訂） 

＊2011 年 11 月改訂 第 4版 

 医療機器届出番号：26B1X00004000210 

                                 

機械器具６６ 歯科用練成器 

一般医療機器 歯科用練成器具 70682000 

松風ミキシングチップ 
再使用禁止 

 

【禁忌・禁止】 
再使用禁止 

 
＊【形状・構造及び原理等】 
＊［形状・種類］ 

種類 
ミキシングエレメント 

（羽根）の数（枚） 

固定用キャップ 
全長 

(mm) 

先端の

内径

(mm) 
色 

外径

（mm） 

L 11 緑 

16.0 

88.5 4.9 

S 12 桃 82.5 4.9 

SS 12 黄 69.5 3.7 

XS 12 茶 11.8 46.2 2.2 

 
［構造］ 

    
 

 

 

［材質］ 
・ミキサーハウジング：ポリプロピレン 
・固定キャップ：ポリプロピレン 
・ミキシングエレメント：ポリアセタール 

 

［原理］ 
カートリッジから押し出された歯科材料（印象材料、セメントなど）が

ミキシングチップ内にあるミキシングエレメント（羽根）によって練り

合わされる。 

 

【使用目的又は効果】 
歯科材料（印象材料、セメントなど）の練和に使用する。 

 
【使用方法等】 
［使用方法］  
１）カートリッジを松風カートリッジディスペンサーに装着します。 

２）カートリッジのキャップを反時計回りに1/4回転させてから下方 

向に取り外し、松風カートリッジディスペンサーのハンドルを手前

に少し引いてペーストを少量押し出し、カートリッジ先端より2種

のペーストが均等に出ることを確認します。 

３）松風ミキシングチップのV字突起をカートリッジ先端のV字部に 

合う様に装着し、しっかりと奥まで押し込みます。装着後、松風ミ

キシングチップの固定用キャップ部をカートリッジに対して時計

方向に1/4回転させて確実に装着します。 

４）松風カートリッジディスペンサーのハンドルを数回操作し、練和 
物を押し出します。使用後は松風ミキシングチップがそのまま 
キャップの代わりになります。松風ミキシングチップ交換の際は、

キャップと同様に松風ミキシングチップの固定用キャップ部を反

時計回りに1/4回転させてカートリッジ先端のV字部に合わせ、下

方向に取り外します。 
 

［使用方法に関連する使用上の注意］ 
１）本器の固定用キャップの外径に適合するカートリッジに装着する 

こと。 
２）カートリッジに松風ミキシングチップが確実に装着されていること

を確認してから印象採得を行うこと。 
３）無理な力や角度で装着・脱着を行わないこと。 
４）本器を用いる場合、接合部に手指を挟みこまないように注意するこ

と。 

５）練和物を急激に押し出すと、カートリッジ、ノズルが割れる恐れが

あるので、静かにカートリッジディスペンサーのハンドルを握って

練和物を押し出すこと。 
６）単一患者のみに使用すること。 
 

【使用上の注意】 
［使用注意］ 

１）消毒用エタノール、歯科用ウエットティッシュ以外での薬液を使っ

た清拭は避けること。 
２）本器を使用する際は、割れ、ヒビ、曲がり、キズ・汚れ等があるも

のは使用しないこと。 
 

【保管方法及び有効期間等】 
［保管方法］ 
・本器は、直射日光を避けて保管すること。 
・本器は歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理する 
こと。 

 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 
製造販売業者 株式会社 松風 

住所 〒605-0983 

 京都市東山区福稲上高松町11 

電話番号 075-561-1112 
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